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仙台市地域防災計画（地震・津波災害対策編）修正案 新旧対照表（抄） 

旧頁 旧 新 備考 

第 1章第 8節 

交通・ライフ

ライン等に関

わる情報を入

手する 

P23 

 

【参 考】市や防災関係機関の取り組み 

1～3. 略 

4. ガス施設に関する広報 

あらかじめ報道機関に協力要請を行っているマイコンメーターの復帰方

法のほか、供給停止状況、復旧見込み及び市民の協力が必要となる事項に関

し、報道機関の協力によりラジオ、テレビ、新聞で広報を行うとともに、ホ

ームページ、ＳＮＳ（ツイッター）により周知します。また、供給停止地区

には、広報車を出動させて市民にきめ細かな情報提供を行い、二次災害の防

止に努めます。 

 

 

【参 考】市や防災関係機関の取り組み 

1～3. 略 

4. ガス施設に関する広報 

あらかじめ報道機関に協力要請を行っているマイコンメーターの復帰方

法のほか、供給停止状況、復旧見込み及び市民の協力が必要となる事項に関

し、報道機関の協力によりラジオ、テレビ、新聞で広報を行うとともに、ガ

ス局ホームページにより周知します。また、供給停止地区には、広報車を出

動させて市民にきめ細かな情報提供を行い、二次災害の防止に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページの

明確化 

広報に使用する

媒体の見直し 

 

第 2章第 4節 

避難計画 

P47-49 

2. 避難情報の発令 〔災対本部事務局、経済部、都市整備部、消防部、区本部〕 

(1) 略 

(2) 実施責任者 

（中略） 

ア 略 

イ その他の機関による代行（災害対策基本法第 60条及び第 61条） 

   

  

 （中略） 

 (5) 報告・通知 

ア 知事への報告 

 市長は、避難情報を発令したとき、警察官等から避難情報を発令した旨の通知を受けた

とき又は解除したときは、直ちに宮城県知事に報告する。 

2. 避難情報の発令 〔災対本部事務局、経済部、都市整備部、消防部、区本部〕 

(1) 略 

(2) 実施責任者 

（中略） 

ア 略 

イ その他の機関による代行（災害対策基本法第 60条及び第 61条） 

  本市以外の機関が行う避難の指示等は、下記の実施者において関係法令に基づき実施

することができる（資料 6-5参照）。 

 （中略） 

 (5) 報告・通知 

ア 知事への報告 

 市長は、避難情報を発令したとき、解除したとき又は警察官等から避難の指示をした旨

の通知を受けたときは、直ちに宮城県知事に報告する。 

 

 

 

 

 

その他の機関が

市長の権限を代

行する内容につ

いて説明を追記 

 

災害対策基本法

第 61条に基づい

た記載の見直し 

第 2章第 4節 

避難計画 

P51-52 

4. 避難の誘導 〔消防部、区本部、宮城県警察本部〕 

（中略） 

(4) 警察の措置 

ア 警察署長は、市長等が発令する避難情報について、必要な助言と協力を行う。 

イ 略 

4. 避難の誘導 〔消防部、区本部、宮城県警察本部〕 

（中略） 

(4) 警察の措置 

ア 警察署長は、市長等が行う避難の指示について、必要な助言と協力を行う。 

イ 略 

 

 

 

 

記載の適正化 

資 料 ２－２ 
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旧頁 旧 新 備考 

第 2章第 5節 

津波災害応急

計画 

P55-60 

2. 津波警報等の情報収集伝達体制 〔災対本部事務局、消防部、仙台管区気象台〕 

（中略） 

(5) 津波警報等の収集伝達 

 （中略） 

＜津波警報等の伝達系統図＞ 

 

 

2. 津波警報等の情報収集伝達体制 〔災対本部事務局、消防部、仙台管区気象台〕 

（中略） 

(5) 津波警報等の収集伝達 

 （中略） 

＜津波警報等の伝達系統図＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波避難広報ド

ローンの追加 

 

駐在所の記載の

修正 

第 2章第 5節 

津波災害応急

計画 

P61-62 

4. 避難指示の発令等 〔災対本部事務局、消防部、区本部〕 

(1)～(3) 略 

(4)  避難指示の伝達・避難広報 

避難指示発令時には、次の手段を用いて、地域住民等に対し迅速に周知徹底を図り、確

実な避難行動を促す。 

ア～カ 略 

 

 

4. 避難指示の発令等 〔災対本部事務局、消防部、区本部〕 

(1)～(3) 略 

(4)  避難指示の伝達・避難広報 

避難指示発令時には、次の手段を用いて、地域住民等に対し迅速に周知徹底を図り、確

実な避難行動を促す。 

ア～カ 略 

キ 津波避難広報ドローンによる避難広報 

災対本部事務局は、津波避難広報ドローンによる上空からの呼び掛けにより、沿岸部（海

岸線及び河口）の来訪者に対して避難指示の広報を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

津波避難広報ド

ローンの運用開

始に伴う追記 
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旧頁 旧 新 備考 

第 2章第 5節 

津波災害応急

計画 

P63 

5. 警察の措置 〔宮城県警察本部〕 

(1) 略 

(2) 警戒・広報 

ア～イ 略 

ウ 避難 

 ① 略 

 ② 警察署長は、市長等が発令する避難指示について、必要な助言と協力を行う。 

 ③ 略 

 

5. 警察の措置 〔宮城県警察本部〕 

(1) 略 

(2) 警戒・広報 

ア～イ 略 

ウ 避難 

 ① 略 

 ② 警察署長は、市長等が行う避難の指示について、必要な助言と協力を行う。 

 ③ 略 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

第 2章第 7節 

災害情報の収

集伝達計画 

P70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 2. 北海道・三陸沖後発地震注意情報 

(1) 北海道・三陸沖後発地震注意情報の概要 

日本海溝沿い及び千島海溝沿いの領域では、さまざまな規模の地震が多数発生しており、モ

ーメントマグニチュード（Mw）7クラスの地震が発生したあと、さらに大きな Mw8クラス以上

の大規模地震が続いて発生する事例などが確認されている。北海道から岩手県の海溝沿いの領

域周辺で Mw7.0以上の地震が発生し情報発信の基準を満たした場合に、1週間程度、後発地震

への注意を促す情報を気象庁が発信し、内閣府が防災対応を呼びかける。 

(2) 情報伝達 

ア 市及び関係機関相互の情報伝達 

北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信された場合、仙台管区気象台及び宮城県から情

報伝達を受ける。先に発生した先発地震に関する情報や、後発地震への注意事項等につい

て情報収集と情報伝達に努める。 

イ 市民への周知 

北海道・三陸沖後発地震注意情報を入手した場合、災対本部事務局は杜の都防災 Web、

杜の都防災メール、ＳＮＳ（ツイッター）、市ホームページ等により市民へ伝達する。報道

機関の協力により周知が多重化されることに留意し、より確実な情報伝達を行う。 

なお、先発地震による本市へ影響が大きい場合は、避難活動や応急対策活動に関わる情

報伝達を優先することがある。 

(3) 市の防災組織体制 

ア 先発地震による本市への影響が大きい場合 

先発地震への対応に必要な組織体制とし、応急対策の完了や災害発生のおそれが低下し

た場合に、次のイの体制に移行する。 

イ 先発地震による本市への影響が小さい場合 

北海道・三陸沖後発地震注意情報により防災対応が呼びかけられる期間は災害警戒本部

体制とする。 

■□日本海溝・

千島海溝周辺海

溝型地震防災対

策推進基本計画

（以下、「推進基

本 計 画」 と い

う。）の修正によ

る 

（以降、項番ず

れ） 
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旧頁 旧 新 備考 

第 2章第 7節 

災害情報の収

集伝達計画 

P70 

 

 

 

(4) 災害応急対策をとるべき期間 

先発地震発生後、1週間は防災対応を呼びかける期間とされることから、この間を、災害応

急対策をとるべき期間とする。ただし、先発地震等による本市への影響が大きい場合は、必要

期間にわたり応急対策を継続する。 

(5) 市の対応 

ア 広報 

北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信された場合は、日頃からの地震への備えの再確

認や、円滑かつ迅速な避難をするための備え等の防災対応を市民へ呼びかける。 

防災対応を呼びかける１週間の間、１日に１回程度を目安に定期的に広報を実施する。 

イ 市が管理する施設等の対応 

後発地震が発生した際の初動体制や避難誘導手順等の再確認を行うとともに、後発地震

発生時に使用する避難所・避難場所等の施設・設備の点検等を行う。 

 

 

■□推進基本計

画の修正による 

第 2章第 11節 

消防活動計画 

P94-95 

4. 消防団 

(1)～(2) 略 

(3) 消防団の活動 

ア～イ 略 

ウ 避難の勧告又は指示がなされたときは、避難方向、避難場所等を住民に周知し、避難

の誘導に当たる。 

 

4. 消防団 

(1)～(2) 略 

(3) 消防団の活動 

ア～イ 略 

ウ 避難の指示がなされたときは、避難方向、避難場所等を住民に周知し、避難の誘導に

当たる。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

第 2章第 15節 

緊急輸送計画 

P116-117 

3. 道路交通の確保 〔市民部、建設部、区本部、宮城県警察本部〕 

(1)～(2) 略 

(3) 道路啓開等の実施 

（中略） 

ア 公安委員会による緊急交通路の指定 

 県庁所在地、地方中心都市及び重要港湾、空港等の箇所を考慮の上、被災地区外か

らの応援や緊急物資輸送を主に位置づけられた道路で、災害発生時には緊急通行車両、

規制除外車両のうち自衛隊車両等及び人命救助、輸送施設等の応急復旧等の事前届出

確認済車両以外の一般車両の通行を規制する全国規模のネットワークとして構成する

路線。 

イ～ウ 略 
 

3. 道路交通の確保 〔市民部、建設部、区本部、宮城県警察本部〕 

(1)～(2) 略 

(3) 道路啓開等の実施 

（中略） 

ア 公安委員会による緊急交通路の指定 

 大規模災害発生時、災害対策基本法第 76条第 1項の規定に基づき、災害応急対策が

的確かつ円滑に行われるようにするため、緊急通行車両及び規制除外車両以外の一般

車両の通行を公安委員会が規制した道路の区間。 

イ～ウ 略 
 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本法

第 76条に基づい

た記載の見直し 
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旧頁 旧 新 備考 

第 2章第 15節 

緊急輸送計画 

P118 

 

 

4. 輸送車両等の確保 〔財政部、経済部、会計部、消防部、交通部〕 

（中略） 

(7) 緊急通行車両の確認 

災害対策基本法に基づき、緊急輸送を行う車両以外の車両通行の禁止又は制限がなされ

た場合は、次により緊急通行車両確認証明書及び確認標章を受ける。 

ア 略 

イ 事前届出済証の交付を受けていない車両については、所管する各部及び各区本部で緊

急通行車両等確認申請書、自動車検査証及び輸送協定書その他当該車両を使用して行

う業務の内容を疎明する書類（指定行政機関等の上申書等）により管轄の警察署に申請

し、交付を受ける。なお、申請に当たっては、「大規模災害に伴う交通規制実施要領」

に定める別記様式第 1号を 2枚作成し、管轄の警察署に申請するものとする。 

ウ 財政部が調達した車両については、財政部で緊急通行車両等確認申請書により、上記

イと同様に管轄の警察署に申請し、交付を受ける。 

4. 輸送車両等の確保 〔財政部、経済部、会計部、消防部、交通部〕 

（中略） 

(7) 緊急通行車両の確認 

災害対策基本法に基づき、緊急通行車両及び規制除外車両以外の車両通行の禁止又は制

限がなされた場合は、次により緊急通行車両確認証明書及び確認標章を受ける。 

ア 略 

イ 事前届出済証の交付を受けていない車両については、所管する各部及び各区本部で緊

急通行車両確認証明書、自動車検査証及び輸送協定書その他当該車両を使用して行う業

務の内容を疎明する書類（指定行政機関等の上申書等）により管轄の警察署等に申請し、

交付を受ける。 

ウ 財政部が調達した車両については、財政部で緊急通行車両確認証明書により、上記イ

と同様に管轄の警察署等に申請し、交付を受ける。 

 

 

 

 

災害対策基本法

第 76条に基づい

た記載の見直し 

 

記載の適正化 

第 2章第 13節 

二次災害の防

止 

P133 

7. 公共施設の点検及び応急措置 

公共施設に災害が発生した場合は、施設管理者は構造体、非構造部材等について点検を行い、

施設の安全性を確認する。二次災害が発生する可能性がある場合には立入禁止等の措置を行う

など、適切な応急措置を行い、二次災害を防止する。 

 

7. 公共施設の点検及び応急措置 

公共施設に災害が発生した場合は、施設管理者は構造体、非構造部材等について点検を行い、

施設の安全性を確認する。二次災害が発生する可能性がある場合には立入禁止等の措置を行う

など、適切な応急措置を行い、二次災害を防止する。 

この場合において、津波避難エリアでは従事者の安全確保のため津波からの避難に要する時

間に配慮する。 

 

 

 

 

 

■推進基本計画

の修正による 

第 2章第 20節 

災害救助法適

用計画 

P144 

4. 災害救助法の適用基準 

（中略） 

(1) 災害救助法に基づく救助が行われる範囲の災害 

ア～オ 略 

 

4. 災害救助法の適用基準 

（中略） 

(1) 災害救助法に基づく救助が行われる範囲の災害 

ア～オ 略 

カ 災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、仙台市がその所管

区域となり、市内で被害を受けるおそれがある場合【災害救助法第 2条第 2項】 

 

 

 

 

 

災害救助法の一

部改正に伴う記

載の追加 

第 2章第 21節 

行方不明者の

捜索・遺体の

収容等に関す

る計画 

P148-149 

 

3. 遺体の収容、検視・検案及び処理〔健康福祉部、区本部、宮城海上保安部、宮城県警察本部〕 

（中略） 

(6) 遺体処理の対象及び取扱い 

遺体処理の対象者は遺体安置所に搬送された遺体とし、仙台市は、遺体安置のため、必

要な棺やドライアイスの確保等の支援に努める。 

3. 遺体の収容、検視・検案及び処理〔健康福祉部、区本部、宮城海上保安部、宮城県警察本部〕 

（中略） 

(6) 遺体処理の対象及び取扱い 

遺体処理の対象者は遺体安置所に搬送された遺体とし、仙台市は、遺体安置のため、必

要な棺や納体袋、ドライアイスの確保等の支援に努める。 

 

 

 

 

納体袋の追記 
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旧頁 旧 新 備考 

第 2章第 21節 

行方不明者の

捜索・遺体の

収容等に関す

る計画 

P148-149 

(7) 遺体の洗浄等 

ア 略 

イ 遺体は納棺し、損傷が大きい場合は、毛布で覆う等死者の尊厳を保てるような措置を

行う。 

(8) 略 

(9) 遺体の一時保存 

ア 略 

イ 棺及びドライアイスは生活衛生班が関係各業者と調整し、調達する。 

 

(7) 遺体の洗浄等 

ア 略 

イ 遺体は納棺し、損傷が大きい場合等は、毛布で覆う、納体袋に納める等死者の尊厳を

保てるような措置を行う。 

(8) 略 

(9) 遺体の一時保存 

ア 略 

イ 棺、納体袋及びドライアイスは生活衛生班が関係各業者と調整し、調達する。 

 

 

 

納体袋の追記 

 

 

 

 

納体袋の追記 

 

第 2章第 22節 

応援協力要請

（受援）計画 

P156 

4. 自衛隊に対する災害派遣要請 

(1) 略 

(2) 自衛隊の部隊の担当地域 

自衛隊が地震の震度に応じて担任する仙台市域は、次表のとおりとなっている。 

災害派遣の発動条件 
指 定 部 隊 等 の 長 

（ 要 請 通 知 先 ） 
仙 台 市 の 区 域 担 当 

天災地変その他の災害に際

して、人命又は財産の保護の

ため必要がある場合 

（自衛隊法第 83条） 

第 22 即応機動連隊 

（第 22即応機動連隊第 3科） 

原則第 22 即応機動連隊が

対応に当たる。 

状況に応じて第 6師団長の

指揮下で東北方面特科隊

が応援に当たる。 
 

4. 自衛隊に対する災害派遣要請 

(1) 略 

(2) 自衛隊の部隊の担当地域 

自衛隊が地震の震度に応じて担任する仙台市域は、次表のとおりとなっている。 

災害派遣の発動条件 
指 定 部 隊 等 の 長 

（ 要 請 通 知 先 ） 
仙台市の区域担当 

天災地変その他の災害に際

して、人命又は財産の保護の

ため必要がある場合 

（自衛隊法第 83条） 

第 22 即応機動連隊 

（第 22即応機動連隊第 3科） 

原則第 22 即応機動連隊が

対応に当たる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北方面特科隊

の廃止に伴う修

正 

 

第 2章第 23節 

災害警備活

動・交通規制

計画 

P161-162 

2. 交通規制及び交通秩序の維持 

（中略） 

(2) 交通規制 

ア 略 

イ 緊急交通路確保のための措置 

 ① 交通管制施設の活用 

  効果的な交通規制を実施するため、交通情報板、信号機等の交通管制施設の機能回復

に努めるとともに、これらを活用する。 

2. 交通規制及び交通秩序の維持 

（中略） 

(2) 交通規制 

ア 略 

イ 緊急交通路確保のための措置 

 ① 交通安全施設の活用 

  効果的な交通規制を実施するため、交通情報板、信号機等の交通安全施設の機能回復

に努めるとともに、これらを活用する。 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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第 2章第 26節 

応急給水・水

道復旧計画 

P171-172 

3. 応急給水計画 〔水道部〕 

(1)～(2) 略 

(3) 応急給水用資機材 

令和 3年 10月 1日現在     

品 名 数 量 容 量 等 

給水タンク車 

3 台 2 ㎥ローリー車（圧送可能型） 

2台 3㎥ローリー車（圧送可能型） 

1台 4㎥ローリー車（圧送可能型） 

アルミタンク  
6 基 2 ㎥タンク 

28 基 1 ㎥タンク 

組立式仮設水槽 64 基 1 ㎥ 

ポ リ 給 水 袋  24,000 枚 6 ℓ 

ポ リ 携 行 缶 400 個 20 ℓ 
 

3. 応急給水計画 〔水道部〕 

(1)～(2) 略 

(3) 応急給水用資機材 

令和 4年 10月 1日現在     

品 名 数 量 容 量 等 

給水タンク車 

3 台 2 ㎥ローリー車（圧送可能型） 

2台 3㎥ローリー車（圧送可能型） 

1台 4㎥ローリー車（圧送可能型） 

アルミタンク  
6 基 2 ㎥タンク 

28 基 1 ㎥タンク 

組立式仮設水槽 64 基 1 ㎥ 

ポ リ 給 水 袋 20,000 枚 6 ℓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資機材の見直し 

 

第 2章第 26節 

応急給水・水

道復旧計画 

P174 

8. 応急給水補完対策 〔環境部、各部、区本部〕 

（中略） 

(2) 井戸水の活用 

災害時においては、洗濯、清掃及びトイレ用水等の生活用水の確保が重要である。災害

時における地域の生活用水の確保という観点から、現に有効に使用されている事業用・個

人所有の井戸を「災害応急用井戸」として登録し、活用する。 

<災害応急用井戸登録数> 

令和元年 10月 1日現在 

 青 葉 区  宮城野区 若 林 区  太 白 区  泉 区 合 計 

登録井戸数 133 44 48 35 22 282 
 

8. 応急給水補完対策 〔環境部、各部、区本部〕 

（中略） 

(2) 井戸水の活用 

災害時においては、洗濯、清掃及びトイレ用水等の生活用水の確保が重要である。災害

時における地域の生活用水の確保という観点から、現に有効に使用されている事業用・個

人所有の井戸を「災害応急用井戸」として登録し、活用する。 

<災害応急用井戸登録数> 

令和 4年 9月 30日現在 

 青 葉 区  宮城野区 若 林 区  太 白 区  泉 区 合 計 

登録井戸数 132 44 50 38 30 296 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点更新 

 

第 2章第 27節 

電力施設災害

応急計画 

P175 

1. 要員の確保 

 宮城県内で震度 6弱以上を観測する地震が発生した場合、支店、支社及び県内全事業所は、

自動的に第二非常体制に入り、社員は呼集を待つことなく出動する。 

 

1. 要員の確保 

 宮城県内で震度 6弱以上を観測する地震が発生した場合、支店・支社及び自事業所管内で震

度 6弱以上の地震が発生した事業所の社員は呼集を待つことなく出動する。 

 

 

 

記載の適正化 

第 2章第 28節 

電気通信施設

災害応急計画 

P177 

1. 応急対策の内容 

  通信施設の被害が発生した場合は、最小限の通信の確保を行うため。次の各号の措置をとる。 

  ア 非常用可搬形交換装置の出動 

  イ～エ 略 

1. 応急対策の内容 

  通信施設の被害が発生した場合は、最小限の通信の確保を行うため。次の各号の措置をとる。 

  ア 非常用可搬型加入者収容装置の出動 

  イ～エ 略 

 

記載の適正化 
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第 2章第 29節 

ガス施設災害

応急計画 

P178 

1. 災害時の要員確保 

「仙台市ガス局災害対策要綱」によるほか、震度 4以上を観測する地震が発生した場合は、

配備指令の有無にかかわらず、あらかじめ指定を受けた職員が自動参集し、被害状況に応じた

配備をとるとともに、必要に応じて仙台ガス工事協同組合を通じるなどして、仙台市が公認す

るガス工事人各社へ応援を要請する。 

なお、本市の単独復旧が困難と判断された場合は、「非常事態における応援要綱」（日本ガス

協会）に基づき、一般社団法人日本ガス協会を通じ、他のガス事業者へ応援要請を行う。 

 

1. 災害時の要員確保 

「仙台市ガス局災害対策要綱」によるほか、震度 4以上を観測する地震が発生した場合は、

配備指令の有無にかかわらず、あらかじめ指定を受けた職員が自動参集し、被害状況に応じた

配備をとるとともに、必要に応じて仙台ガス工事協同組合を通じるなどして、仙台市が公認す

るガス工事人各社へ応援を要請する。 

なお、本市の単独復旧が困難と判断された場合は、「災害時連携計画」に基づき、一般社団

法人日本ガス協会を通じ、他のガス事業者へ応援要請を行う。 

 

 

 

 

 

 

ガス事業法の改

正に伴う修正 

第 2章第 29節 

ガス施設災害

応急計画 

P178 

4. 広報活動 

あらかじめ報道機関に協力要請を行っておくマイコンメーターの復帰方法のほか、供給停止

状況、復旧見込み及び市民の協力が必要となる事項に関し、報道機関の協力によりラジオ、テ

レビ、新聞で広報を行うとともに、ホームページにより周知する。 

また、供給停止地区には、広報車を出動させて市民にきめ細かな情報提供を行い、二次災害

の防止に努める。 

 

4. 広報活動 

あらかじめ報道機関に協力要請を行っておくマイコンメーターの復帰方法のほか、供給停止

状況、復旧見込み及び市民の協力が必要となる事項に関し、報道機関の協力によりラジオ、テ

レビ、新聞で広報を行うとともに、ガス局ホームページにより周知する。 

また、供給停止地区には、広報車を出動させて市民にきめ細かな情報提供を行い、二次災害

の防止に努める。 

 

 

 

 

ホームページの

明確化 

 

第 2章第 33節 

住宅応急対策

計画 

P187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

総 務 部 
(応急仮設住宅班) 
・応急仮設住宅の入居者の募集及び審査に関すること 
・応急仮設住宅の入退去等の管理に関すること 

財 政 部 

(契約班) 
・応急対策用資機材、物品の調達及び緊急工事の契約に関するこ
と 

(財産管理班) 
・応急仮設住宅建設用地の確保、リストアップに関すること 

(応急修理住宅班) 
・住宅の応急修理及び障害物の除去に係る申請の受付及び審査に関すること 

市 民 部 (地域支援班) 
・技能職団体への協力要請に関すること 

（中略） （中略） 

都 市 整 備 部 

(庶務班) 

・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入居者の決定の支援に関

すること 

・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入退去等の管理の総括に

関すること 
(公共建築班) 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設場所の選定に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設及び解体に関すること  
・プレハブ協会等関係団体への協力要請に関すること 
・災害公営住宅の建設に関すること 

(住宅政策班) 
・応急仮設住宅供与の必要性の判断の支援に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の整備の総括に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設場所及び当該場所における建設戸
数の決定に関すること 

・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設用地の提供受入れに関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ公営住宅等）として供与可能な住宅の情報収集・受
入れに関すること 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

総 務 部 
(応急仮設住宅班) 
・応急仮設住宅の入居者の募集及び受付に関すること 
・応急仮設住宅の入退去等の管理に関すること 

財 政 部 

(契約班) 
・応急対策用資機材、物品の調達及び緊急工事の契約に関するこ

と 
(財産管理班) 
・応急仮設住宅建設用地のリストアップに関すること 

(応急修理住宅班) 
・住宅の応急修理及び障害物の除去に係る申請の受付及び審査に関すること 

市 民 部 (生活安全安心班) 
・技能職団体への協力要請に関すること 

（中略） （中略） 

都 市 整 備 部  

(庶務班) 

・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入居者の決定の支援に関

すること 

・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入退去等の管理の総括に

関すること 
(公共建築班) 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設場所の確保及び選定に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設及び解体に関すること  
・プレハブ協会等関係団体への協力要請に関すること 
・災害公営住宅の建設に関すること 

(住宅政策班) 
・応急仮設住宅供与の必要性の判断の支援に関すること 
・応急仮設住宅の必要戸数の決定の支援に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の整備の総括に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設場所及び当該場所における建設戸
数の決定に関すること 

・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設用地の提供受入れに関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ公営住宅等）として供与可能な住宅の情報収集・受

 

 

担当業務の整理

に伴う修正 

 

 

 

 

組織改正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

担当業務の整理

に伴う修正 
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第 2章第 33節 

住宅応急対策

計画 

P187 

 

・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入居者の決定の支援に関す
ること 

・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入退去等の管理の総括に関
すること 

・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の施設の維持管理に関するこ
と 

・市営住宅の保全及び入居者の保護に関すること 
・災害時における市営住宅及び共同施設の管理業務を受託する指定管理
者との連絡調整に関すること 

・被災者の市営住宅への入居に関すること 
・災害公営住宅の計画及び整備に関すること 
・災害公営住宅の入退去及び維持管理に関すること 

  

入れに関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入居者の決定の支援に関す
ること 

・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入退去等の管理の総括に関
すること 

・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の施設の維持管理に関するこ
と 

・市営住宅の保全及び入居者の保護に関すること 
・災害時における市営住宅及び共同施設の管理業務を受託する指定管理
者との連絡調整に関すること 

・被災者の市営住宅への入居に関すること 
・災害公営住宅の計画及び整備に関すること 
・災害公営住宅の入退去及び維持管理に関すること 

  

 

 

 

 

 

 

 

第 2章第 33節 

住宅応急対策

計画 

P191-192 

 

5. 建設型応急住宅 〔財政部、健康福祉部、都市整備部〕 

（中略） 

(2) 建設用地の確保及び選定 

財政部は、建設型応急住宅の建設が可能と思われる市有地のリストの更新を適宜行う。 

都市整備部は、建設用地の現地調査により、インフラ整備状況を把握しておくとともに、

被災地との地理的関係や周辺の生活環境等を考慮して、建設用地の選定を行う。 

震災後に民間企業等から建設用地提供の申出があった場合は、都市整備部で受付を行

い、敷地の範囲や敷地面積、所有者等を確認後、提供受付リストを作成する。 

(3) 略 

(4) 建設型応急住宅に関する事務フロー 

 

 

 

5. 建設型応急住宅 〔財政部、健康福祉部、都市整備部〕 

（中略） 

(2) 建設用地の確保及び選定 

財政部は、建設型応急住宅の建設が可能と思われる国有地のリストが国から提供された

場合、当該リストを都市整備部へ提供する。 

都市整備部は、平時に建設候補地台帳を整備し、建設候補地の現地調査等により、イン

フラ整備状況を把握する。災害発生後、被災地との地理的関係や周辺の生活環境等を考慮

して、建設用地の選定を行う。 

また、民間企業等から建設用地提供の申出があった場合は、都市整備部で受付を行い、

敷地の範囲や敷地面積、所有者等を確認後、提供受付リストを作成する。 

(3) 略 

(4) 建設型応急住宅に関する事務フロー 

 

 

 

 

 

 

担当業務の整理

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

担当業務の整理

に伴う修正 
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第 2章第 35節 

民生安定のた

めの緊急措置

に関する計画 

P207 

11. 子ども医療費、心身障害者医療費及び母子・父子家庭医療費助成における特例 

〔健康福祉部、子供未来部〕 

子ども医療費、心身障害者医療費及び母子・父子家庭医療費助成事業においては、所得制限

により対象外世帯でも、災害により所得が著しく減少し、生活に困窮している場合に、これ

らの事情を勘案して医療費助成の対象とすることができる。 

 

11. 心身障害者医療費及び母子・父子家庭医療費助成における特例 

〔健康福祉部、子供未来部〕 

心身障害者医療費及び母子・父子家庭医療費助成事業においては、所得制限により対象外世

帯でも、災害により所得が著しく減少し、生活に困窮している場合に、これらの事情を勘案

して医療費助成の対象とすることができる。 

 

子ども医療費助

成制度の所得制

限の撤廃による

対象者拡大のた

め 

第 2章第 35節 

民生安定のた

めの緊急措置

に関する計画 

P213 

 

25. 人員体制について 

東日本大震災時の経験を踏まえ、災害弔慰金、災害障害見舞金、被災者生活再建支援金、災

害見舞金の支給、災害援護資金の貸付、義援金の配分、罹災証明書の発行に係る業務につい

て、大規模災害時においても迅速かつ適切に実施できるよう、他部からの応援も含め職員の

体制等を整備する。 

 

25. 人員体制について 〔災対本部事務局、財政部、健康福祉部、消防部、各部、区本部〕 

東日本大震災時の経験を踏まえ、災害弔慰金、災害障害見舞金、被災者生活再建支援金、

災害見舞金の支給、災害援護資金の貸付、義援金の配分、罹災証明書の発行に係る業務につ

いて、大規模災害時においても迅速かつ適切に実施できるよう、他部からの応援も含め職員

の体制等を整備する。 

 

所管部署の明記 

 


